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四国中央市発足20周年記念事業トータルプランニング業務企画提案実施要領 

 

１ 趣旨 

本実施要領は、四国中央市発足20周年記念事業トータルプランニング業務（以下「本業

務」という。）の受注者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）に

より選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

 四国中央市発足20周年記念事業トータルプランニング業務 

（２）事業内容 

四国中央市発足20周年記念事業トータルプランニング業務仕様書（以下「仕様書」と

いう。）のとおり 

（３）委託期間 

契約締結日の翌日から令和６年11月29日まで 

（４）提案上限額 

６，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 選定方式 

参加資格要件の確認等による第１次審査を事務局にて行い、第２次審査として、本実施

要領に記載する「企画提案書」等の提出を求め、四国中央市発足20周年記念事業トータル

プランニング業務受託者選定委員会（以下、「委員会」という。）において、プレゼンテ

ーション・ヒアリング審査を実施し、提案内容を評価するプロポーザルにより、受注候補

者を選定する。 

 

４ 事務局 

  四国中央市 総務部 総務調整課 総務調整係 

  〒799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目6番55号 

  電話 0896-28-6002 ファクス 0896-28-6056 

  Eメール somu@city.shikokuchuo.ehime.jp 

 

５ 参加資格要件 

本企画提案に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）四国内に本店を有し、令和5年10月20日（金）までに、入札参加資格審査申請書（令

和５・６年度四国中央市建設工事等入札参加資格審査申請書（業務委託）又は、令和

５・６年度四国中央市入札参加資格審査申請書（物品））を提出している者 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定のいずれにも該当して
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いないこと。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（４）四国中央市からの入札参加資格停止措置期間中でないこと。 

（５）直近５年以内に、ロゴマークやイベントチラシのデザイン作成業務を元請けとして受

注した実績があるもの。 

 

６ 参加資格要件確認基準日 

  発注者が参加表明書を受理した日から、提案者と業務委託契約を締結するまでの間と

する。 

 

７ 実施スケジュール 

本業務に係るスケジュールは、次のとおりとする 

 項目 期間等 

１ 公募開始 令和５年10月16日（月） 

２ 参加表明書受付 令和５年10月16日（月）～令和５年10月25日（水） 

３ 質問書受付 令和５年10月16日（月）～令和５年10月19日（木） 

４ 質問書への回答 令和５年10月23日（月） 

５ 第1次審査結果通知 令和５年10月30日（月） 

６ 
企画提案書等受付 

（第2次審査） 
令和５年10月31日（火）～令和５年11月８日（水） 

７ 
プレゼンテーション実施 

（第2次審査） 

令和５年11月13日（月） 

四国中央市役所 ４階 401会議室 

８ 第2次審査結果通知 令和５年11月17日（金） 

９ 契約締結日 令和５年11月下旬予定 

 

８ 参加表明書の提出 

本企画提案への参加を希望する者は、次により参加表明書を提出すること。 

なお、「参加表明書」等、公募に関する資料・様式類は、市ホームページからダウンロ

ードすること。 

※四国中央市ホームページ：https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/ 

（１）提出書類・提出部数 

① 参加表明書（様式１） １部 

② 参加資格確認書（様式２） 前記５（５）を確認できるもの１部 

 直近５か年以内の業務契約実績を記載すること。また、契約実績の内容が確認でき
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る書類（契約書の写し等）を添付すること。 

③ ②に記載されている実績のうち、一つの実績に係る成果品（冊子等）１部 

（２）提出期限 

 令和５年10月25日（水）午後５時まで（期限までの土曜日及び日曜日は除く） 

（３）提出方法 

 持参または郵送 

※郵送の場合は、簡易書留郵便にて令和５年10月25日（水）午後５時必着とする。 

（４）提出先 

 四国中央市役所 事務局（前記４参照） 

 

９ 質問受付方法等 

本実施要領に不明な点がある場合は、次の方法で質問書を提出すること。 

（１）提出書類 

 質問書（様式３）によること。 

（２）提出期限 

 令和５年10月19日（木）午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 

 質問箇所及び内容をわかりやすく記載し、電子メールにより提出すること。 

なお、他の方法による質問書は一切受け付けない。 

（４）提出先 

四国中央市役所 事務局（前記４参照） 

（５）質問への回答 

質問に対する回答は、令和５年10月23日（月）までに質問者に対して電子メールに

より回答する。 

 

10 辞退届の提出 

参加申込後、本企画提案への参加を辞退する者は、辞退届を次の方法で提出すること。 

（１）提出書類 辞退届（様式４） 

（２）提出期限 令和５年11月8日（水）午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 持参または郵送 

※郵送の場合は、簡易書留郵便にて令和５年11月８日（水）午後５時必着とする。 

（４）提出先  四国中央市役所 事務局（前記４参照） 

 

11 第一次審査の実施 

（１）参加表明に関する提出書類の内容について、委員会事務局による書類審査を実施し、

参加資格要件等を審査する。 

（２）参加表明をした者の数が５者を超える場合は、第２次審査を行う者を５者程度選定す
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る。 

（３）審査結果は、参加表明者に対して令和５年10月30日（月）までに、参加表明書に記載

されたメールアドレス宛に第１次審査結果通知書を電子メールで送付する。なお、審

査結果に関する問い合わせは受け付けない。 

 

12 企画提案書等の提出 

第２次審査に要する企画提案書等は、次の方法で提出する。 

（１）提出書類 

① 企画提案書表紙（様式５） 

② 会社概要（様式６） 

提案者の企業内容について記載すること。 

③ 企画提案書（任意様式） 

仕様書に掲げる目的・業務内容を踏まえ、次のア～イの留意点に従い、業務を遂行

するための具体的な手法を記載すること。 

なお、本プロポーザルにおいては、最適な受注者を選定するために必要な企画提案

を求めるものであり、具体的な数値や根拠等を求めるものではない。 

企画提案書の作成はＡ４縦版の印刷物とし、表紙・目次などを除き両面20ページ以

内で作成し、各ページにページ番号を付けること。 

なお提案書には、提案者の氏名等を表記せず、発注者が第１次審査結果通知書にお

いて指定した標記（例：A社、B社、C社・・・等）を使用すること。 

○企画提案書作成の留意点 

ア 実施方針 

仕様書３（１）のうち統一コンセプトの設計やロゴマーク、キャッチコピーの

案については、具体的な提案を明記し、仕様書に加えて四国中央市の特性や地域

性等を踏まえ提案すること。仕様書３（２）のうちポスター等のデザインに関し

ては、記念事業のポスターについてのみの提案で良いものとする。仕様書３（３）

については具体的な実施手法や、提携事業者がある場合には提案を明記するこ

と。 

イ 実施体制 

管理責任者や執行体制編成の考え方及び特色について記載すること。 

専門的な知見やアドバイザリー等の役割を明確化し提案すること。 

④ 業務実施予定体制書（様式７） 

本業務の実施体制（統括責任者及び担当者の所属・役職、分担業務の内容）につい

て、記載すること。 

⑤ 企画提案誓約書（様式８） 

⑥ 見積書（様式９） 

ア 見積書には、会社名、代表者名を記載のうえ、代表者印を押印することとし、
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積算の根拠となる内訳書を添付すること。 

イ 見積価格は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 

ウ 見積書は封入封緘すること。 

（２）提出期限 

 令和５年11月８日（水）午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 持参または郵送 

※郵送の場合は、簡易書留郵便にて令和５年11月８日（水）午後５時必着とする。 

（４）提出先  四国中央市役所 担当部署（前記４参照） 

（５）提出部数 

① 正本 1部 

  （１）提出書類 ①～⑤の順序で製本し、①～⑤のそれぞれにインデックスを付け、

簡易なA4ファイルで提出すること。 

② 企画提案書 10部 

企画提案書のみを簡易なＡ４ファイルで提出すること。 

③ 見積書 1部 

 

13 第２次審査の実施 

（１）基本的な考え方 

  ① 受注者の選定については、プレゼンテーション審査等の評価を基に、本業務の内容

に最も適すると認められる者を選定する。なお、参加表明書の提出が１者のみであっ

ても審査を行い、「別紙１ 評価基準表」（１）から（３）までの各項目において、選

考委員の評価点の合計が配点の５割以上であれば、その者を優先交渉権者とする。 

② 提出書類等は、本業務を受注する者を選定するための資料であり、そこに盛り込ま

れた内容全てが実際の契約条件になるとは限らない。本業務を進めるにあたり、発注

者と受注者の協議により提案の内容を変更することがある。 

③ 市は、委員会において選定された優先交渉権者と業務委託契約の締結交渉を行う。

なお、優先交渉権者と協議が整わなかった場合、次点交渉権者と業務委託契約の締結

交渉を行い、交渉が成立した者を受注者とする。 

（２）実施方法 

企画提案書に基づき、提案者のプレゼンテーションを受け、選考委員が審査を行うもの

とする。審査は、提案者名を公表せず、以下のとおり行うことを予定している。 

① プレゼンテーションは１者ごとの呼び込み方式とし、持ち時間は30分程度とする。

（説明20分以内、質疑10分以内） 

② 提出した企画提案書に沿ってプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資

料の配布などは認めない。ただし、パソコン・プロジェクターによるプレゼンテーシ

ョンは許可する。この場合、パソコンは提案者が持参し、プロジェクター、スクリー

ン、ケーブル（HDMI to HDMI）については、発注者が用意する。 
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③ 提案者の出席は５人以内とする。ただし、本業務に携わる者を最低１名含めること。 

④ 実施の順番は、事務局における責任抽選により決定するものとする。 

（３）選定基準 

受注者の決定にあたっては、委員会の各委員が「別紙1 評価基準表」により評価を

行い、評価点の合計の最も高い者を優先交渉権者として選定する。また、次点交渉権者

も併せて選定する。 

同点の者があった場合は、「別紙1 評価基準表」（２）企画提案能力①統一コンセ

プトの設計の点数が高い者を上位とする。 

（４）実施日時及び場所 

日時 令和５年11月13日（月） 

実施時間については、追って通知する。 

場所 四国中央市役所 ４階 401議室 

（四国中央市三島宮川４丁目６番55号） 

（５）選定結果の発表 

選定結果については、令和５年11月17日（金）までに全ての参加事業者に文書で通

知するとともに、四国中央市ホームページに掲載する。 

 

14 業務委託契約 

（１）契約形態 

   優先交渉権者と交渉が成立した場合に、業務委託契約を締結する。 

（２）契約方法 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に基づく随意契約とする。 

（３）業務委託料 

「２ 業務概要（４）」の提案上限額以内で見積書の額とする。 

（４）費用の支払 

委託料の支払は、業務完了後とする。 

（５）契約保証金 

免除する。 

（６）その他 

優先交渉権者の決定後、契約の締結までの間において、優先交渉権者が「５ 参加資

格要件」に定める要件のいずれかを満たさなくなった場合には、当該業務委託契約を締

結しないことがある。 

 

 

15 失格となる場合 

提案者が、次に該当する場合は失格となることがある。 

（１）参加資格の要件を満たさなくなった場合。 
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（２）企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合。 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（４）選考の公平性を害する行為があった場合。 

（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、委員会が失格

であると認めた場合。 

（６）「別紙１ 評価基準表」（１）から（３）までの各項目において、選考委員の評価点

の合計が配点の５割以上に満たない場合。 

 

16 その他留意事項 

（１）本企画提案等に係る経費は全て提案者の負担とする。 

（２）提出書類の著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、提出者に帰属する。ただし、

発注者が本件に係る範囲において公表する場合、その他発注者が必要と認める場合

には、提出書類の内容を無償で使用できる。 

また、採用された企画提案の使用権は四国中央市に帰属する。 

（３）提出された書類は、一切返却しない。 

（４）受付期間終了後の各種提出書類の修正又は変更は、原則として認めない。 

（５）提出された書類に対する、事務局からの問い合わせや追加資料等の提出依頼に、速や

かに対応すること。 

（６）提出書類等に記載された個人情報は、本案件の受注候補者の選定のみに使用し、その

他の目的には一切使用しない。 

（７）本企画提案に係る情報公開請求があった場合は、四国中央市情報公開条例（平成16年

4月1日条例第15号）に基づき提案書を公開することがある。 

（８）提出された企画提案書は、四国中央市の許可なく公表及び使用してはならない。 

（９）審査にかかる電話等による問い合わせには応じない。 

（10）審査に対する異議申立ては、これを認めない。 

（11）業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

（12）契約の受注候補者として特定された後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成の

ために、業務の具体的な手順について提案を求めることがある。 

（13）この実施要領に定めのない事項については、四国中央市契約規則に定めるところによ

る。 

 



 

  

別紙１ 

【評価基準表】 

評価は各項目５点満点で採点し（（５）を除く）、係数を乗じた配点とします。 

審査項目 審査基準 係数 配点 

（１）業務実施体制 適正に業務遂行できる能力や経験があるか ×２ １０ 

（
２
）
企
画
提
案
能
力 

①統一コンセプ

トの設計 

記念事業にふさわしい内容であり、ロゴマーク、キ

ャッチコピーとの一貫性を保っているか 
×３ 

２５ 
市民に印象を与え、シビックプライドの醸成に

繋がる内容となっているか 
×2 

②ロゴマーク 

記念事業のテーマと目的に合致しているか ×2 

１５ 視覚的に魅力的であり、広報の面から活用しや

すいものか 
- 

③キャッチコピー 

「日本一の紙のまち」であることを表現し、ブ

ランドイメージをより強化するものか 
×2 

１５ 
簡潔で覚えやすく、市民の共感を呼び起こす

ものか 
- 

④フォトモザイク 
誰もが容易に参加でき、市の魅力を強く発信す

る内容となっているか 
×2 １０ 

（３）取組姿勢 

分かりやすく熱意のあるプレゼンテーション

だったか 
- 

１０ 

質疑への応答は的確だったか - 

（４）市内企業 
市内に本店、支店又は営業

所を有するか 

本店がある ５ 

５ 支店、営業所がある ３ 

上記以外 １ 

（５）見積価格 

最低見積価格を基準価格とし、点数を配分する。 

価格評価点 ＝（基準価格÷各社提案価格） 

小数点以下切り捨てとする。 

×10 １０ 

合計 １００ 

 


